
 

鎌倉市防災ベッド等設置事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等から身体の安全の確保を図るた

め、当該住宅の所有者が実施する防災ベッド等の設置に要する費用に対して、予算

の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 耐震相談 鎌倉市耐震相談及び耐震診断の実施に関する要綱（平成７年 

11 月１日施行）第２条に規定する耐震相談をいう。 

 ⑵ 防災ベッド等 地震時に木造住宅の倒壊から、人命を保護するための装置で、

別表に記載のある防災ベッド又は耐震シェルターをいう。 

（補助対象事業） 

第３条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業は、次条に掲げる補助対

象建築物に防災ベッド等を設置する事業とする。 

（補助対象建築物） 

第４条 この要綱において、補助の対象となる建築物は、市内に存する木造建築物で

あって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 昭和 56 年５月 31 日以前に建築工事に着手した一戸建住宅、二世帯住宅又は

店舗兼用住宅であること。 

⑵ 地上２階建以下の建築物（枠組壁工法又はプレハブ工法の住宅を除く。）であ

ること。 

⑶ １階に防災ベッド等を設置できる住宅であること。 

⑷ 鎌倉市の設置する相談窓口における耐震相談を利用していること。 

⑸ 過去にこの要綱又は鎌倉市木造住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱（平成

19 年６月１日施行）による補助金を受けていないこと。 

（補助対象者） 

第５条 この要綱において、補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

⑴ 補助金の交付の申請時に市内に補助対象建築物を所有し、かつ、居住している

こと。 

⑵ 市税を滞納していないこと。 

⑶ 交付決定通知日以降に事業に着手し、原則としてその年度の２月末日までに

完了し、かつ、補助金の交付請求を行うことができること。 

 

 

 



 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する費用から、消費税

及び地方消費税を除した額とする。 

２ 補助対象建築物１棟につき、防災ベッドについては２台まで、耐震シェルターに

ついては１部屋までのいずれかの設置に要する経費を補助対象経費とする。 

（補助金の額等） 

第７条 補助対象事業を実施した者に対する補助金の額は、補助対象経費の２分の

１の額とする。ただし、防災ベッドについては補助限度額を１台当たり 100,000 円

とし、耐震シェルターについては補助限度額を 300,000 円とする。 

２ 前項の額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に、鎌倉市防災ベッ

ド等設置事業費補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる図書を添付し、市

長に提出しなければならない。 

⑴ 住民票の写し 

⑵ 補助対象建築物に係る登記事項証明書又は固定資産（家屋）評価証明書又はこ

れに類すると市長が認める書類 

⑶ 市税の納税証明書 

⑷ 防災ベッド等を設置する場所のわかる図面及び写真 

⑸ 補助対象経費のわかる見積書の写し 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、結

果を鎌倉市防災ベッド等設置事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）により、

申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると

認めるときは、条件を付すことができる。 

（申請の変更又は取下げ） 

第 10 条 補助金の交付の決定を受けた者は、申請内容に変更が生じた場合又は申請

を取り下げる場合には、鎌倉市防災ベッド等設置事業費補助金交付（変更・取下げ）

申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付の決定の変更等） 

第 11 条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、

変更の承認若しくは不承認又は取下げの承認を行い、鎌倉市防災ベッド等設置事

業費補助金交付決定（変更・取下げ）通知書（第４号様式）により、当該補助金の

交付の決定を受けた者に通知する。 



 

（完了報告） 

第 12 条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、鎌倉

市防災ベッド等設置事業完了報告書（第５号様式）に、次に掲げる図書を添付し、

市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助対象事業の完了後の写真 

⑵ 補助対象事業に係る契約書等の写し及び領収書等の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第 13 条 市長は、前条の報告を受けた場合には、その内容を審査し、これを適当と

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、鎌倉市防災ベッド等設置事業費補

助金額確定通知書（第６号様式）により通知する。 

（補助金の請求） 

第 14 条 前条の通知を受け、補助金の支払いを受けようとする者は、請求金額、請

求日等必要な事項をすべて記入した請求書を市長に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第 15 条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

と認めたときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

⑵ 交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。 

⑶ 市税を滞納したとき。 

⑷ その他市長が不適当と認める事由があったとき。 

（補助金の返還） 

第 16 条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、鎌倉市防災ベッド等設置事業費補助金返還

命令書（第７号様式）により、期限を定めてその返還を命じる。 

（免責） 

第 17 条 この要綱に基づき実施された事業は、地震による既存木造住宅の倒壊時等

に生命の保証をするものではなく、被害が発生しても市はその責を負わない。 

（委任） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則（平成 31 年４月 24 日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

  付 則（令和３年３月 31 日決裁） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

別表 

 

№ 分類 製品名称 製品会社名 

１ 防災ベッド 防災ベッド標準型ＢＢ－００２ 
株式会社ニッケン

鋼業 
２ 防災ベッド 介護用防災フレーム 

３ 防災ベッド 安心防災ベッド枠Ａ 
フジワラ産業株式

会社 
４ 防災ベッド 安心防災ベッド枠Ｂ 

５ 防災ベッド 耐圧ベッドルーム型シェルター 
株式会社エヌ・ア

イ・ピー 

６ 防災ベッド ウッド・ラック 新光産業株式会社 

７ 耐震シェルター つみっくブロックシェルター 株式会社つみっく 

８ 耐震シェルター 耐震和空間 
株式会社ニッケン

鋼業 

９ 耐震シェルター 木質耐震シェルター 
株式会社一条工務

店 

10 耐震シェルター レスキュールーム 
有限会社ヤマニヤ

マショウ 

11 耐震シェルター 鋼耐震 
株式会社東武防災

建設 

12 耐震シェルター 剛建 有限会社宮田鉄工 

13 耐震シェルター シェル太くん工法 株式会社ヤマヒサ 

14 耐震シェルター シェルキューブ 
株式会社デリス建

築研究所 
15 耐震シェルター シェルキューブＲ 



 

16 耐震シェルター 命守 
株式会社青ヒバの

会ネットワーク 

17 耐震シェルター ウッド・ラック ひのき庵 新光産業株式会社 

18 耐震シェルター 減災寝室 有限会社扇光 

19 耐震シェルター パネル式耐震シェルター ＳＵＳ株式会社 

20 耐震シェルター シェルターユニットバス（ＵＢ） 
Ｊ建築システム株

式会社 

21 耐震シェルター 
耐震小型シェルター「構-kamae-」 

テーブルタイプ 
株式会社安信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


